
 

●高知市や JA、

そして四万十町

以東 28市町村で

運営する現在の

「県広域食肉セ

ンター」の赤字

を理由に、高知

市長は、食肉セ

ンターを廃止し

四万十市にある

屠畜場へ一本化

するとしていた。 

これに対し県は、畜産振興、地産地消、

安全・安心の食肉提供といった観点から、

「公共インフラ」として「食肉センター」

は必要不可欠な施設と位置付け、県と JA グ

ループ・食肉事業組合、そして四万十町以

東 28市町村で出資し、新たな会社を現在の

センターがある場所に設立するとし、本年

度は「新食肉センター整備推進協議会」を

立ち上げ、新会社運営のシミュレーション

や、地質調査、基本設計を実施。県内一か

所に集約した場合は、雇用の喪失や輸送コ

スト、セリ業者減による価格下落等々、152

億 5千万円の負の影響を与えるとした試算

も報告されている。 

●土佐和牛

（黒牛とあか

うし）の飼育

頭数は、増頭

対策強化で、平成 25年 3787頭を底 

に平成30年6月時

点で 4937頭へと

増頭に転じてきて

いる。 

 新会社は従前の

屠畜だけなく、集

荷、内臓処理、格付け、セリ、部分肉加工、

二次加工、卸売を新事業に加え、屠畜から

流通までの一貫した経営を展開し、初年度

から 195万３千円の黒字スタートとなる見

通しを示しています。２月議会に新会社へ

の出資や実施設計費１億円余の予算案が提

案される予定です。 
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法律･生活相談 無料 

●2月 12日(火)午後６時～８時  
●場所：愛宕商店街 吉良事務所 

●相談者：皿田幸憲弁護士(よつば法律事務所)

お問合せ：088-855-9439 お気軽にご相談を。 


